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大口販売先ライセンスの不更新見込に関するお知らせ 
 

当社は、2021 年 4 月 28 日付けで、当社の OEM パートナーである西日本電信電話株式会社（以下、

「NTT 西日本」といいます。）から、同社との間で締結されている「AI 文字読取り基本契約」（以

下、「パートナー契約」といいます。）に基づいて、当社が NTT 西日本向けに提供している AI-OCR サ

ービスのライセンスのうち未使用分について、期間満了日をもって更新を行わない旨の通知（以下、

「本通知」といいます。）を受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
1. パートナー契約の概要 

当社は 2019 年 12 月 1 日に NTT 西日本との間にパートナー契約を締結し、当社の DX Suite Lite プ

ランについて、NTT 西日本が契約者となり、「おまかせ AI OCR」という名称で同社が自らのサービス

を提供する事業者（以下、「ユーザ」といいます。）へこれを提供できるようにしました。 

「おまかせ AI OCR」は、当社が NTT 西日本へ提供する DX Suite Lite プランの OEM 製品です。当社

は NTT 西日本に対し DX Suite Lite プランのライセンス許諾を行い、NTT 西日本はユーザへ「おまかせ

AI OCR」として提供し、ライセンスの再許諾を行います。当社は、パートナー契約に基づき、NTT 西日

本がユーザに対して提供する「おまかせ AI OCR」の件数にかかわらず、当社が NTT 西日本に対して許

諾したライセンスの件数に応じて NTT 西日本よりライセンス料の支払いを受けており、会計上は、当

社が NTT 西日本に対して許諾した DX Suite のライセンス数に応じたライセンス料について収益を認識

しております。なお、当社が提供する DX Suite Lite プランの最低契約期間は契約締結日から 1 年間

となっております。 

 

2. 本通知の概要 

NTT 西日本は販売したユーザのサービス利用定着に向け、本日時点においても最大限営業努力を継続

しており、また当社からも OEM 提供元としてのサポートを行っておりますが、ユーザの利用シーンに

まで踏み込んだご提案をするまでに至ることができず、多くのユーザが「おまかせ AI OCR」のライセ

ンスを 1 年間の最低利用期間を待たずに解約しております。これを受けて NTT 西日本から当社にも、

当社が NTT 西日本に対して利用許諾している DX Suite Lite プランのライセンスのうちユーザが利用

していない未使用分について期間満了後の更新を行わない旨通知がありました。その結果、2021 年 3

月末時点で当社が NTT 西日本に対して許諾しているライセンス数 9,284 件のうち、2021 年 5 月から 6

月の不更新見込件数は合計 7,636 件となります。 
 

3. 今後の見通し 

（1）当社と NTT 西日本間におけるパートナー関係について 

 本通知は NTT 西日本が当社から許諾を受けている既存の DX Suite Lite プランのライセンスのうち

未使用分について、1 年間の期間満了が到来するに際し契約を更新しない旨の通知であり、NTT 西日本

と当社間のパートナー関係自体を解消するものではありません。 

 今後当社は NTT 西日本とともに顧客の継続利用を推進することを目的として次に掲げる活動を強化

してまいります。 

・ユーザ向けに製品の活用方法に関する支援を一層推進するためのオンボーディング体制の強化 

・NTT 西日本に対し、顧客及び製品サポートにつき、当社が保有するノウハウの提供 



 

当社は NTT 西日本と、相互のパートナーシップ関係をより強化し、引き続き当社サービスの継続的

な販売促進を目指していきます。 

    

 

（2）当社の業績について 

当社が NTT 西日本に対して利用許諾した DX Suite Lite プランのライセンスの多くが契約期間満了

を迎えるのは 2021 年 5 月以降であるため、本通知により 2021 年 3 月期における当社の業績に影響は

ございません。 

他方、2022 年 3 月期に関しましては、当社が NTT 西日本に対して利用許諾している DX Suite Lite

プランの太宗は、契約期間満了後に更新されないことになるため、当社が計上しているリカーリング

売上（注１）に影響を与えます。なお、当社が NTT 西日本に対して利用許諾している DX Suite Lite

プランのライセンス件数のうち、NTT 西日本がユーザに再許諾できていない件数は、NTT 西日本のユー

ザに対する営業活動により日々変化するものであり、また当社から NTT 西日本に対する DX Suite Lite

プランのライセンスの契約開始日は各々異なるため、今後の売上計上の金額及びタイミングを適切に

算出することは困難な状況です。しかしながら、2021 年 4 月の不更新見込のライセンス数が 470 件で

あり、また NTT 西日本からの通知記載の 2021 年 5 月から 6 月のライセンス不更新見込件数 7,636 件は

現在見込であり、今後増加する可能性があることにも鑑みて、2021 年 3 月末日時点において NTT 西日

本が当社より許諾を受けているライセンス 9,284 件のすべてが今後更新されないものと仮定した場

合、2021 年 3 月期に当社が NTT 西日本に対する DX Suite Lite プランの利用料として計上見込のリカ

ーリング売上 2,137 百万円（注 2）のうち、1,763 百万円（注 2）が 2022 年 3 月期には減少することと

なります。 

なお、本案件の 2022 年 3月期の利益面に与える影響については 2021 年 5 月の決算並びに業績予想

発表時の公表を予定しております。 

 

引き続き開示すべき事項が発生しましたら速やかにお知らせいたします。 

 

（注）1. 顧客が当社との契約を解約しない限り継続的な計上が見込まれる収益のことを指します。 

      2. 当該金額については監査法人の監査を受けておりません。 

 

 

以上 


